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参考資料 17 ページ 
ホームレスの自立の支援等に関する基本方針（令和５年７月 31 日厚生労働省・国土交通省告示第１号） 
第 3 ホームレス自立支援施策の推進、2 各課題に対する取組方針、内容は略 
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参考資料 18 ページ 
ホームレスの自立の支援等に関する基本方針（令和５年７月 31 日厚生労働省・国土交通省告示第１号） 
第 3 ホームレス自立支援施策の推進、2 各課題に対する取組方針、内容は略 
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参考資料 19 ページ 
ホームレスの自立の支援等に関する基本方針（令和５年７月 31 日厚生労働省・国土交通省告示第１号） 
第 3 ホームレス自立支援施策の推進、2 各課題に対する取組方針、3 ホームレス数が少ない地方公共団体の
各課題に対する取組方針、内容は略 
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参考資料 20 ページ 
ホームレスの自立の支援等に関する基本方針（令和５年７月 31 日厚生労働省・国土交通省告示第１号） 
第 3 ホームレス自立支援施策の推進、3 ホームレス数が少ない地方公共団体の各課題に対する取組方針、4 総
合的かつ効果的な推進体制等、内容は略 
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参考資料 21 ページ 
ホームレスの自立の支援等に関する基本方針（令和５年７月 31 日厚生労働省・国土交通省告示第１号） 
第 3 ホームレス自立支援施策の推進、4 総合的かつ効果的な推進体制等、5 本基本方針のフォローアップ及
び見直し、第 4 都道府県等が策定する実施計画の作成指針、1 手続についての指針、内容は略 
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参考資料 22 ページ 
ホームレスの自立の支援等に関する基本方針（令和５年７月 31 日厚生労働省・国土交通省告示第１号） 
第 4 都道府県等が策定する実施計画の作成指針、1 手続についての指針、2 実施計画に盛り込むべき施策に
ついての指針、3 その他、内容は略 
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参考資料 23 ページ 
第５期名古屋市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画の策定体制（令和６年３月現在） 
（策定主体）名古屋市ホームレス援護施策推進本部（本部会議、幹事会を開催） 
本部長：副市長（健康福祉局主管）、副本部長：副市長（りょくせい土木局主管）、本部員：局長等（２７人）、幹
事：課長等（３０人）で構成 
ホームレスに関する援護施策を総合的かつ円滑に推進するために設置し、以下の事項を行う 
・ ホームレスに関する援護施策の総合的な企画に関すること  
・ ホームレスの援護に関する重要な事業の実施の推進に関すること  
・ その他ホームレスに関する援護施策に関すること 
 
（作業部会）ワーキングチーム 
局の企画担当係長・主査及び関係事業担当課の係長・主査で構成 
第５期実施計画の素案作成のため、現行計画の７つの主な取り組みごとに分科会を開催 
 
（学識経験者等懇談会）アドバイザー懇談会（ 学識経験者等５人で構成 ） 
第５期実施計画の策定にあたり学識経験者等から以下の事項についてアドバイスを得るために開催 
・ 実施計画に盛り込むべき事項に関すること  
・ その他実施計画の策定にあたり必要となる事項に関すること 
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参考資料 24 ページ 
○名古屋市ホームレス援護施策推進本部規程（令和６年３月現在）  
平成 13 年８月１日  
たつ第 33 号  
改正 平成 16 年たつ第 22 号  
平成 17 年たつ第５号  
平成 18 年たつ第 22 号  
平成 19 年たつ第７号  
平成 19 年たつ第 54 号  
平成 20 年たつ第 10 号  
平成 22 年たつ第４号  
平成 23 年たつ第５号  
平成 24 年たつ第７号  
平成 26 年たつ第５号  
平成 26 年たつ第 31 号  
平成 27 年たつ第４号  
平成 28 年たつ第１号  
平成 29 年たつ第３号  
平成 30 年たつ第９号  
平成 31 年たつ第９号  
令和２年たつ第５号  
令和２年たつ第 58 号  
令和３年たつ第 11 号  
令和４年たつ第４号  
令和５年たつ第２号  
注 令和２年３月から改正経過を注記した。  
（設置）  
第１条 住居のない者（以下「ホームレス」という。）に関する援護施策を総合的かつ円滑に推進するため、名古
屋市ホームレス援護施策推進本部（以下「推進本部」という。）を置く。  
（所掌事務）  
第２条 推進本部は、次の各号に掲げる事項を処理する。  
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参考資料 25 ページ 
第 1 号 ホームレスに関する援護施策の総合的な企画に関すること。  
第 2 号 ホームレスの援護に関する重要な事業の実施の推進に関すること。  
第 3 号 その他ホームレスに関する援護施策に関すること。  
（構成）  
第３条第 1 項 推進本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。  
第２項 本部長は健康福祉局主管副市長とし、副本部長はりょくせい土木局主管副市長とする。  
第３項 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。  
（本部長等）  
第４条第 1 項 本部長は、本部の事務を総理し、本部会議の議長となる。  
第２項 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。  
（本部会議）  
第５条 本部会議は、必要の都度本部長が招集する。  
（幹事）  
第６条第 1 項 推進本部に幹事を置き、次に掲げる者をもって充てる。  
第 1 号 別表に掲げる職にある者  
第 2 号 本部長が指定する区の企画経理室長の職にある者  
第 3 号 その他本部長が指定する職にある者  
２ 幹事は、本部長のめいを受け、推進本部の事務について本部員を補佐する。  
（事務局）  
第７条 推進本部の所掌事務を処理させるため、推進本部に事務局を置く。  
（委任）  
第８条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営その他必要な事項は、本部長が定める。  
附則  
このたつは、発布の日から施行する。  
附則（平成 16 年たつ第 22 号）抄  
１ このたつは、平成 16 年４月１日から施行する。  
附則（平成 17 年たつ第５号）抄  
１ このたつは、平成 17 年４月１日から施行する。  
附則（平成 18 年たつ第 22 号）抄  
１ このたつは、平成 18 年４月１日から施行する。 
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参考資料 26 ページ 
附則（平成 19 年たつ第７号）  
このたつは、平成 19 年４月１日から施行する。  
附則（平成 20 年たつ第 10 号）抄  
１ このたつは、平成 20 年４月１日から施行する。  
附則（平成 22 年たつ第４号）  
このたつは、平成 22 年４月１日から施行する。  
附則（平成 23 年たつ第５号）抄  
１ このたつは、平成 23 年４月１日から施行する。  
附則（平成 24 年たつ第７号）抄  
１ このたつは、平成 24 年４月１日から施行する。  
附則（平成 26 年たつ第５号）  
このたつは、平成 26 年４月１日から施行する。  
附則（平成 27 年たつ第４号）  
このたつは、平成 27 年４月１日から施行する。  
附則（平成 28 年たつ第１号）  
このたつは、平成 28 年４月１日から施行する。  
附則（平成 29 年たつ第３号）抄  
１ このたつは、平成 29 年４月１日から施行する。  
附則（平成 30 年たつ第９号）抄  
１ このたつは、平成 30 年４月１日から施行する。  
附則（平成 31 年たつ第９号）抄  
１ このたつは、平成 31 年４月１日から施行する。  
附則（令和２年たつ第５号）抄  
１ このたつは、令和２年４月１日から施行する。  
附則（令和２年たつ第 58 号）抄  
１ このたつは、令和２年 12 月 14 日から施行する。  
附則（令和３年たつ第 11 号）抄  
１ このたつは、令和３年４月１日から施行する。  
附則（令和４年たつ第４号）抄  
１ このたつは、令和４年４月１日から施行する。  
附則（令和５年たつ第２号） 
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参考資料 27 ページ 
このたつは、令和５年４月１日から施行する。  
別表  
（令２たつ５・令２たつ 58・令３たつ 11・令４たつ４・令５たつ２・一部改正） 
本部員 
会計室長  
防災危機管理局長  
市長室長  
総務局長  
財政局長  
スポーツ市民局長  
経済局長  
観光文化交流局長  
環境局長  
健康福祉局長  
子ども青少年局長  
住宅都市局長  
上下水道局長  
交通局長  
消防局長  
選挙管理委員会事務局長  
監査事務局長  
人事委員会事務局長  
教育長  
市会事務局長  
総務局企画調整監  
りょくせい土木局公園緑地・農政監  
総務局総合調整部長  
健康福祉局生活福祉部長  
りょくせい土木局緑地部長  
中村区長  
なか区長 
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参考資料 28 ページ 
幹事 
会計室出納課長  
防災危機管理局総務課長  
市長室秘書課長  
総務局総務課長  
総務局企画部企画課長  
総務局総合調整部総合調整室長  
財政局総務課長  
スポーツ市民局総務課長  
経済局産業労働部産業企画課長  
観光文化交流局総務課長  
環境局総務課長  
健康福祉局総務課長  
健康福祉局高齢福祉部主幹（包括的支援の推進に係る企画調整）  
健康福祉局生活福祉部保護課長  
健康福祉局生活福祉部主幹（援護事業・保護施設）  
健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策部感染症対策室長  
子ども青少年局企画経理課長  
住宅都市局企画経理課長  
住宅都市局住宅部住宅企画課長  
住宅都市局住宅部住宅管理課長  
りょくせい土木局主幹（企画）  
りょくせい土木局路政部道路管理課長  
りょくせい土木局河川部河川管理課長  
りょくせい土木局緑地部緑地管理課長  
りょくせい土木局緑地部主幹（公園適正利用）  
上下水道局企画経理部経営企画課長  
交通局営業本部企画財務部主幹（企画調整・外郭団体）  
消防局総務部総務課長  
消防局救急部救急課長  
教育委員会事務局総務部企画経理課長 
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参考資料 29 ページ 
「名古屋市ホームレス援護施策推進本部事務局」（令和６年３月現在） 
事務局長：健康福祉局生活福祉部長 
事務局次長：総務局総合調整部総合調整室長《総括及び庁内の連絡調整》 
事務局次長：健康福祉局高齢福祉部主幹（包括的支援の推進に係る企画調整）健康福祉局生活福祉部主幹（困窮

者支援に係る連絡調整）兼務《生活困窮者に対する自立の支援に関すること》 
事務局主査：健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課主査（包括的支援の推進に係る企画調整）健康福祉局生活福

祉部保護課主査（困窮者支援に係る連絡調整）兼務 
事務局次長：健康福祉局生活福祉部保護課長《生活保護制度との連絡調整》 
事務局次長：健康福祉局生活福祉部主幹（援護事業・保護施設）《住居のない者の援護・保護施設に係る企画調

整》 
事務局主査：健康福祉局生活福祉部保護課主査（援護事業・保護施設） 
事務局次長：りょくせい土木局路政部道路管理課長《道路監理に係る総合調整》 
事務局主査：りょくせい土木局路政部道路管理課監理係長 
事務局次長：りょくせい土木局緑地部緑地管理課長《公園管理に係る総合調整》 
事務局主査：りょくせい土木局緑地部緑地管理課指導係長 
事務局次長：りょくせい土木局緑地部主幹（公園適正利用）《住居のない者に対する公園適正利用の指導》 
事務局主査：りょくせい土木局緑地部緑地管理課主査（公園適正利用）２名うち１名 健康福祉局生活福祉部保護

課主査（援護事業に係る連絡調整）兼務 
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参考資料 30 ページ 
「第５期名古屋市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」 ワーキングチーム作業班（令和６年３月現在） 
第 1 班 住まいの確保と定着 
班長：健康福祉局保護課主査（援護事業・保護施設）、住宅都市局企画経理課主査（企画調整）、住宅都市局住宅
企画課主査（居住支援の促進等）、住宅都市局住宅管理課主査（入居に係る企画調整）、健康福祉局総務課企画係
長 
第 2 班 就労機会の確保と定着 
班長：健康福祉局保護課主査（適正実施）、経済局労働企画室労働企画係長、子ども青少年局企画経理課企画係
長、子ども青少年局青少年家庭課青少年自立支援係長 
第 3 班 心身の健康維持・回復 
班長：健康福祉局保護課医療保護係長、健康福祉局感染症対策室主査（特定感染症等対策）、健康福祉局健康増進
課推進係長 
第 4 班 相談・援護 
班長：健康福祉局保護課保護係長、中村区民生子ども課保護第三係長、なか区民生子ども課主査（相談援護）、健
康福祉局介護保険課推進係長 
第 5 班 人権の擁護と尊重 
班長：健康福祉局保護課事務係長 、スポーツ市民局人権施策推進室主査（人権企画）、教育委員会企画経理課企
画経理第一係長、教育委員会人権教育室主査（人権教育） 
第 6 班 地域における生活環境の維持・改善 
班長：りょくせい土木局緑地管理課主査（公園適正利用）健康福祉局保護課主査（援護事業に係る連絡・調整）
兼務、りょくせい土木局企画経理課主査（企画）、りょくせい土木局道路管理課監理係長、りょくせい土木局河川
管理課管理係長、中村土木事務所維持第二係長、なか土木事務所維持第二係長、住宅都市局街路計画課高速道路
係長 
第 7 班 民間団体等との連携・地域福祉 
班長：健康福祉局地域ケア推進課主査（包括的支援の推進に係る企画調整）健康福祉局保護課主査（困窮者支援
に係る連絡調整）兼務、総務局企画課主査（企画）、総務局総合調整室主査（公民連携推進に係る企画調整）、ス
ポーツ市民局地域安全推進係長、スポーツ市民局市民活動推進センター主査（市民活動に係る協働推進等）、健康
福祉局地域ケア推進課地域福祉係長、中村区企画経理室主査（区の特性に応じたまちづくりに係る企画調整）、な
か区地域力推進室主査（地域の魅力の向上・多文化共生の推進） 
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参考資料 31 ページ 
第５期名古屋市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画アドバイザー懇談会構成員名簿（令和６年３月現在） 
（敬称略）五十音順 
岡本 祥浩（中京大学総合政策学部教授） 
橋本 恵一（特定非営利活動法人ささしまサポートセンター事務局次長） 
水谷 聖子（日本福祉大学看護学部教授） 
山田 壮志郎（日本福祉大学社会福祉学部教授） 
吉住 隆弘（中京大学心理学部教授） 
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参考資料 32 ページ 
第 5 期名古屋市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画の策定に関するアドバイザー懇談会開催要綱 
（趣旨） 
第 1 条 第 5 期名古屋市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画(以下「実施計画」という。）の策定にあた
り学識経験者等のアドバイスを得るため、アドバイザー懇談会(以下「懇談会」という。)を開催する。 
(検討事項)  
第 2 条 懇談会は、次の各号に掲げる事項を検討する。 
 第 1 号 実施計画に盛り込むべき事項に関すること 
 第 2 号 その他実施計画の策定にあたり必要となる事項に関すること 
（構成） 
第 3 条 懇談会は、次に掲げる者のうち、健康福祉局長が指名するものから構成する。 
 第 1 号 学識経験者 
 第 2 号 支援団体関係者 
（謝礼） 
第 4 条 懇談会の出席者に対する謝金のがくは、日額 11,600 円とする。 
（庶務） 
第 5 条 懇談会の庶務は、健康福祉局生活福祉部保護課において処理する。 
（その他） 
第 6 条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関して必要な事項は、健康福祉局長が定める。 
附則 
この要綱は、令和 5 年 7 月 10 日から施行する。 
  



33

参考資料 33 ページ 
第５期実施計画策定までの経過 
●名古屋市ホームレス援護施策推進本部の開催状況 
幹事会＜書面開催＞ （令和５年３月 23 日開催） 
内容 
○ 「第４期名古屋市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」の評価 
○ 「第５期名古屋市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」の策定 
  ・第５期実施計画策定について 
  ・第５期実施計画ワーキングチーム（案） 
○ その他 
  ・第 30 回名古屋市ホームレス援護施策推進本部幹事会日程 
幹事会（令和５年 10 月 20 日開催） 
内容 
○ 国「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」について  
○ 「第５期名古屋市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」について 
  ・第５期実施計画（素案原案） 
○ 策定スケジュールについて 
本部会議（令和５年 11 月 13 日開催） 
内容 
○ 「第５期名古屋市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」案について 
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参考資料 34 ページ 
幹事会（令和６年２月 21 日開催） 
内容 
○ 「第５期名古屋市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画（案）」について 
  ・「第５期実施計画（案）」に対する市民意見の内容及び市の考え方について 
  ・第５期実施計画（案）の修正文案 
本部会議（令和６年３月 25 日開催） 
内容 
○ 「第５期名古屋市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画（案）」について 
  ・「第５期実施計画（案）」に対する市民意見の内容及び市の考え方について  
  ・第５期実施計画（案）の修正文案 
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参考資料 35 ページ 
●ワーキングチームの分科会及び全体会議の開催状況 
第１回全体会議（令和５年５月 12 日開催） 
内容 
○ 第４期実施計画の概要  
○ 山田壮志郎教授（アドバイザー懇談会構成員）の講演  
○ 第５期実施計画の策定体制及びスケジュールについて  
○ ワーキングチの進め方について 
分科会（令和５年７月から８月開催） 
内容 
○ 第５期実施計画における「７つの主な取り組み」の事項について素案を作成 
○ 開催状況 
 ・第１回ワーキングチーム分科会（６月９日から６月 28 日まで） 
 ・第２回ワーキングチーム分科会（７月 12 日から７月 26 日まで） 
・第３回ワーキングチーム分科会（８月７日から８月 15 日まで） 
第２回全体会議（令和５年９月８日開催） 
内容 
○ 国「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」 
○ 第５期実施計画の素案原案  
 ・第５期実施計画概要について  
・各ワーキングチームで取りまとめた結果（「７つの主な取り組み」）について 

 ・質疑応答 
○ 今後のスケジュール 
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参考資料 36 ページ 
●アドバイザー懇談会の開催状況 
第１回（令和５年９月 28 日開催） 
内容 
○ 国「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」 
○ 第５期実施計画の素案原案 
 ・第５期実施計画概要について 
・各ワーキングチームで取りまとめた結果（「７つの主な取り組み」）について 

 ・構成員から助言、質疑応答 
○ 今後のスケジュール 
第２回（令和６年２月 16 日開催） 
内容 
○ 「第５期名古屋市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画(案)」について 
 ・「第５期実施計画（案）」に対する市民意見の内容及び市の考え方について 
 ・第５期実施計画（案）の修正文案 
 ・構成員から助言、質疑応答 
○ 今後のスケジュール 
 
●その他の実施状況 
令和５年 12 月５日 市会所管事務調査 
令和６年１月 11 日から２月９日まで パブリックコメントの実施 
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参考資料 37 ページ 
第５期愛知県ホームレス自立支援施策等実施計画の概要  
１ 計画の概要 
２ 現状と課題 
（１）本県のホームレスの現状（令和５年１月全国調査（概数調査）結果） 
（２）ホームレス対策の課題 
３ ホームレス自立支援施策の推進 
（１）施策の方向性 
内容は略  
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参考資料 38 ページ 
３ ホームレス自立支援施策の推進 
（２）基本目標 
（３）個別課題と推進すべき取組 
内容は略 


